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の３番の基本的な考え方と、重複してしまっているのかもしれないのですが、例えば環境管理、

あるいは公害対策、生態系保全、気候変動への対処、あるいは社会配慮、労働雇用、人権、あ

るいは周辺社会とのコミュニケーション、あるいは配慮、あるいは少数民族、あるいは文化な

どへの配慮、それから情報公開、協議、環境管理システム、ステークホルダーとの対話、サプ

ライチェーンなどに関する考え方や原則を記していくということです。 
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「こういった意味のあるビジネスがあるぞ」というお話をするのを妨げるものではありません

けれども、そこの線引きは明確にしておく必要があるのではないかと考える次第です。 

 それから、もう一つのＣＳＲについては、ブランド価値としてうまくＣＳＲを使うというの

は、これはまさにビジネス戦略として企業の方が考えられれば良いと思います。私が「具体的
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であろうという案件に応募したものでございます。一般論として申し上げれば、やはりジェト
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たら、本部の担当の方からご指摘いただきたいと思いますけれども、一時期、私、ＧＡＰに関



－19－ 

○池山課長 中期目標の設定の仕方は、所管大臣が示す形になっておりまして、外部委員会と
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そういうようなことに対しても、ポジティブな支援を打ち出してはどうかという意味ですね。

というような意見だそうでございます。 

 この点に関しましては、今のようなことでよろしいでしょうか。 

 藤崎委員どうぞ。 

○事務局（藤崎） 事務局から続けて議論させていただいてちょっと恐縮なんですけれども、

今の議論なんですけれども、要するにポジティブな方向で何か活動するというときには、例え

ばジェトロ事業というのはどういうものなのかについてなんですが、共通の認識を持っていた
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 それでは、今のご提案ですので、この満田委員が出されたメモの１番から６番まで、こんな

ようなストラクチャーでよろしいかどうか、ちょっとごらんいただきたいと思います。これは

満田委員個人というよりも、皆さん議論された結果を反映していると思いますので、ある程度

……そうでもないですか。 

○事務局（藤崎） そうでもない。 

○原科委員長 と思いましたが、そうでもないようですので。ただ、報告書の体裁というと、

大体こんなような格好になる場合が多いですね。 

 では、これは大体時間が半分ぐらいまいりましたので、少し休憩をとりたいというような感

じもあるようですので、若干休憩をとって、その間に考えていただいて、後半でお話ししまし

ょうか。 

 では、今３時半をちょっと過ぎておりますので、10分程度休憩をとります。あの時計でいく

と45分、45分までにはお戻りください。あの時計でです。では、ちょっと休憩いたします。 

午後 ３時３０分休憩 

午後 ３時４３分再開 

○原科委員長 では再開いたします。 
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受け身のところがあるもんですから、少なくとも私どもジェトロ自体がどういう社会的責任を

果たすかということ、そういう姿勢を見せるということは可能だと思いますけれども、その私

どもの仕事としてできる範囲というものを超えてしまうのではないかと私はちょっと危惧をい

たします。 

○原科委員長 中身について、今ＣＳＲの促進支援という表現はいかがなものかというご意見

でございますけれども、まずその前に、スタート、目的・位置づけを書いて、基本方針という

書き方もあると思いますけれども、この辺はどんなふうな。中身の前にストラクチャーとして

示すのはどうでしょうか。まず、基本方針をぽんと出したいというのは満田さんのご意見です

ね。 

○満田委員 この構造に関しては、それほどこだわりはございませんで、議論のたたき台とい

うことでございますので。 

○原科委員長 １と２は、その中身というのは重複しますね。これは。今おっしゃったように、
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いいますか、使命というものはあろうかと思います。一方、環境あるいはＣＳＲのガイドライ
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率性だけではなくて、その当該国における社会的な受け入れ、アクセプタンス。あるいは環境

社会配慮をしっかりやってこれによってアクセプタンスを得ていくということだと思います。

そういう意味では丸めた表現としては、ジェトロの社会的責任の実現とか、そんなことでここ

の部分は整理してもいいかもしれません。 

 それからもう一つのポイントは、やはり環境社会配慮の促進ということになりますか。中身

ですね。あるいは持続可能性の実現、どっちかの表現になるかと思いますけれども。 

 柳委員、どうぞ。 

○柳副委員長 今のお話というのは、ジェトロが本体事業としてやっているような事柄に対し
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を打ち出すことが、経済的にも非常に重要なのだ、長期的な競争力を確保するのに、役に立つ

んだということを、これ基本的な考え方としては打ち出されてもいいのではなかろうかと思い

ます。やはり今後、貿易とか投資を持続的に行っていく上では、ＣＳＲというものなしには、

語れないんではなかろうかとすら思っておりまして、これは別に現地への配慮とか環境社会配

慮というそういった価値観とともに、経済力の競争力自体にも及ぶような話、要は現地国で何

かアクシデントが起こってしまったときのリスク、あるいはその他のいろいろなリスク、ある

いは自然資源の劣化ですとか、地球環境も、ここで改めて言うまでもないようないろいろな影

響が生じたときのことを考えれば、やはり誰もが納得するような話なのではなかろうかと思い

ます。その誰もが納得するような話であっても、ガイドラインのような形で明文化するという

ことは非常に重要なのかなと思っていまして、もちろんこれはいろいろな機関が色々な形で、

自社あるいは自分のところの機関のガイドラインの中で明文化して、ある意味、精神論的なと

ころがあるわけなんですが、この種のガイドラインをつくるにあたって、ジェトロの貿易・投

資の促進という使命とも絡んでいるわけなので、ジェトロの実施機関としての役割を超えると

か、そういうことではなくて、やはり理念としては明確に語った方が良いと思っております。 

○原科委員長 どうぞ。 

○永田部長 先ほどお話し

こ 先話しってこ∵と
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案をつくるという二通りがあるかと思っています。 
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○原科委員長 そうですか。では、大体意見は出尽くしたと考えてよろしいでしょうか。 

 村山委員、どうぞ。 

○村山委員 ちょっとＢの３で書いておられるスキームというのが、どの程度までを指してお
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ます。 

○原科委員長 ガイドライン、具体的に文案もつくらなくてはいけないですから、そういう作

業もそろそろ始めないといけないですね。ある程度議論が進みましたら。 

○事務局（藤崎） 文案もつくる必要もございますし、タイムスケジュール的に考えていただ

きますと、これをやった後に文案ができましたら、パブリックコメントをかけますので、そう

いった時間も１カ月という形で必要でございますので、そのあたり要するに私どもの議論が集

約をして、文章ができたらその次にそういうステップもあってようやくでき上がるというもの

だとご理解ください。 

○原科委員長 ですから、文案をつくって、それをここでもんで、そしてパブコメかけて、ま
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ただ、なかなかお話しをしにくい点が、もしいろいろ出てきた場合は、そういう点も勘案して、

部分的に非公開のようなことで、この委員会でやっていくとか。そんなことも考えたらいいか

と思いますが、いかがでしょうか。 

○清水部長 細かくやりとりをするプロセスが必要なのかと思います。ひざ突き合わせて議論
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ろしいですか。では、４月の前半に持っていただくということにいたします。 


